
令和　 年　　月　　日

申 込 書

宝塚市長 あて

第二庁舎清涼飲料水自動販売機設置事業者募集要項の各条項を承知の上、次のとおり申し込み
ます。

なお、市ホームページに決定金額及び設置事業者であることを掲載することに同意します。

（〒　　　 　－　　　　）

  住　所
氏　名（法人名及び代表者名）

                         ㊞ 

（担当責任者）

所 属

職・氏名

電話                           ＦＡＸ

メールアドレス
１．応募物件（申し込む物件の物件番号に〇をしてください）
物件番号 　　　設置施設                   設 置 場 所　　　　　　　台数
１　　  宝塚市役所第二庁舎       　1階　あのね入口付近　　　　　 1台
２　　　宝塚市役所第二庁舎       　1階　あのね側ピロティ　　   　1台
３　　　宝塚市役所第二庁舎       　2階　ウェルカムゾーン　　   　1台

２ 添付書類 

募集要項参照のうえ添付します。

	価格提案書

　　宝塚市長あて

法人名

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　代表者

氏名　　　　　　           　　　 eq \o\ac(○,印)
　　募集要項の内容を承知の上、価格提案します。
希望する物件番号一ヶ所につき、それぞれ一枚ずつご提出ください。

（申し込む物件の物件番号に〇をしてください）
物件番号 　　　設置施設                   設 置 場 所　　　　　　台数

１　　  宝塚市役所第二庁舎       　1階　あのね入口付近　　　　　 1台

２　　　宝塚市役所第二庁舎       　1階　あのね側ピロティ　　   　1台
３　　　宝塚市役所第二庁舎       　2階　ウェルカムゾーン　　   　1台

	価格
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	円

	


注１　金額はアラビア数字１、２、３・・とし、数字の頭に￥マークを入れること。

２　黒又は青のボールペンを使用すること。

３　代表者の印鑑は、申込書に押印した印鑑を使用すること。

４　価格は１年間の行政財産使用料（税込）を金額で記入すること。


誓 　　　約 　　　書

第二庁舎清涼飲料水自動販売機設置事業者の募集に参加するにあたり、下記の事項を誓約します。 

１ 第二庁舎清涼飲料水自動販売機設置事業者募集要項の内容をすべて承知しています。 

２ 自動販売機設置に伴う使用許可を受ける内容、状況を把握しています。 

３ 第二庁舎清涼飲料水自動販売機設置事業者募集要項における応募資格の内容をすべて満たしています。 

令和　  年  　月　  日

宝塚市長あて 

住所 

〒 　　　－

氏名（法人名及び代表者名） 

㊞


質問書

令和　　年　 月　 日

宝　塚 市 長 　あて

法人名 　　　　　　　　　　　　　　
住所
担当者

連絡先

次のとおり質問します。

	
	質問内容

	１
	

	２
	

	３
	


※１　質問書は、メールにより管財課へ提出してください。

メールアドレス m-takarazuka0017@city.takarazuka.lg.jp
※２　質問に対する回答（質問回答書）は、市のホームページにてお知らせします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

行政財産使用許可申請書

令和　　 年　　月　　 日

宝塚市長　あて 

申請者

住所

法人名及び

代表者氏名　　　　　　　　　　　　㊞

次のとおり行政財産を使用したいので、許可してくださるよう申請します。 

使用物件

名称

所在

数量

使用目的　　　　第二庁舎清涼飲料水自動販売機設置設置のため

使用期間　　　　令和8年(2026年)　4月 1 日から

令和9年(2027年)　3月31日まで

使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
使用責任者

住所

氏名

　　　　　　　連絡先

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
行 政 財 産 使 用 許 可 書

宝塚市指令宝管財第　号

令和 　　年(　　　年)　　月　日

　様

宝塚市長　　森　臨太郎　　㊞

令和　　年　月　日付で申請のあった行政財産の使用については、次のとおり許可します。

1 許可物件

(1)名称 

(2)所在 

(3)数量 1
2 許可条件

(1) 使用目的　　第二庁舎清涼飲料水自動販売機設置のため　

(2) 使用期間    令和8年(2026年)　4月 1 日から

令和９年(2027年)　3月31日まで
(3) 使用料

ア 年額　  　　　　　　　　円
イ 上記の使用料は、別に指定する納付書により納付期限内に宝塚市指定金融機関に納付すること。 

ウ 上記の使用料を納付期限までに納付しなかったときは、宝塚市延滞金等徴収条例（昭和41年条例第24号）の規定に基づき計算した金額の延滞金を、別に指定する納付書により納付すること。

エ 本市行政財産使用料条例第３条の規定により、使用者の責めに帰すべき事由による使用料の返還はしない。

(4)光熱水費等の負担

ア 使用した電気、ガス、水道、電話等の料金は、本市の請求に基づき、その指定する期日までに、本市が指定する納付書により宝塚市指定金融機関に納付すること。 

イ 上記の光熱水費等を指定する期日までに納付しなかったときは、宝塚市延滞金等徴収条例（昭和41年条例第24号）の規定に基づき計算した金額を遅延利息として光熱水費等に加算して納付すること。

(5) 権利譲渡等の禁止 

許可物件に関する権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可物件を定められた目的以外に使用しないこと。 

(6) 原状変更の制限 

許可物件を改築し、改装し又は造作しようとするときは、その旨を文書により申し出て、文書による承諾を得ること。 

(7) 使用状況の立入調査 

許可物件の管理上必要があるときは、許可物件に立入り、使用状況について調査することがある。この場合においては、これを拒まないこと。 

(8) 滅失・損傷の責任 

許可物件を滅失又は損傷したときは、直ちにその旨を申し出て、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償すること。 

(9) 許可の取消等

ア 許可条件に違反したとき又は本市において許可物件を公用若しくは公共用に供する必要が生じたときは、許可期間中であってもこの許可を取り消すことができる。 

イ 許可期間が満了した場合、又は許可を取り消した場合において、許可期間中に許可物件に投じた有益費等又は許可が取り消されたことにより生じた損害があっても、その補償は一切行わない。 

ウ 宝塚市暴力団の排除の推進に関する条例第８条に該当するときは、この許可を取消すものとする。

(10) 原状回復 

許可期間が満了したとき、又は許可を取り消されたときは、直ちに許可物件を原状に回復し、返還すること。この場合において、本市係員の検査を受けること。 

(11) 住所、氏名等の変更の届出 

次に該当するときは、速やかにその旨を届け出ること。 

ア あなたが住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称を変更したとき。 

イ この許可に関する権利を相続により承継したとき。

ウ あなたが法人である場合に、解散、合併その他の変動があったとき。 

別紙1





別紙2





別紙3





別紙4





別紙5





別紙6










